
　 　

申告の
必要性

必要なもの 備　考

所得税が課税される方 ◎
所得及び控除を証
明するもの

所得税の確定申告(※１）が必要です。確定申告書の２枚目が町県民税用となっており、
税務署より西原町役場に提供されますので町県民税の申告は不要です。

所得税が課税されない方
（所得額が控除額よりも低
い方）

○
所得及び控除を証
明するもの

町県民税申告が必要です。ただし売上高が1千万円を超える場合は消費税の申告対象と
なりますので税務署（確定申告会場）にて確定申告して下さい。

×

（職場にて年末調整されている方）
職場から報告があり、年末調整（※2）されている方は申告不要です。（ただし、年末調整に反映
されない医療費控除（※3）等がある場合は、申告することで所得税の還付があり、町県民税の
税額も変わります。）

◎
（×）

源泉徴収票・預金通
帳・印かん・諸控除
の領収書等

(職場にて年末調整されていない方)
確定申告が必要です。申告をすることで所得税を精算し、追徴や還付を受けます。（控除
申告することがなく、源泉徴収税額が０円で所得税が非課税（※４）の方は申告不要で
す。）

○
（◎）

H２１～２３年中に入居し
所得税住宅ローン控除を
受けている方で所得税か
ら控除しきれなかった額が
ある方

◎

源泉徴収票・住宅借入
金等特別控除額の計算
明細書・住民票の写し・
売買契約書・登記事項
証明書・住宅ローンの年
末残高証明書・印鑑等

H２１～２３年中に入居し所得税住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除し
きれなかった額がある場合は、１年目は税務署（※役場での受付は行なっておりませ
ん。）にて所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行なってください。２年目以降
は、年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、
町県民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されますので、役場への住宅借
入金等特別税額控除申告書の提出は不要となります。

H１１～１８年末までに入
居し所得税住宅ローン控
除を受けている方で所得
税から控除しきれなかった
額がある方

○
(◎)

源泉徴収票（住宅
借入金等特別控除
可能額が記入され
ているもの）・預金
通帳・印かん等

H１８年末までに入居し所得税住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しき
れなかった額がある場合は、従来どおり町県民税の住宅ローン控除の申告をする方法
としない方法があります。（※５）　　　※申告場所は、確定申告書を提出する場合は税
務署が設置する申告会場、給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない場合
は西原町が設置する申告会場となります。

○
(◎)

所得証明書発行等のために申告が必要です。申告書裏面の「前年収入がなかった方」の
欄を記載して提出して下さい。

　学生の場合・・・学生証を添付して下さい。

　障害者の場合・・・障害者手帳等を添付して下さい。

　主婦・無職の場合・・・裏面記載のみでよろしいです。

×
20歳未満で所得のない方、また西原町に扶養者がおり年末調整や確定申告で被扶養者
として報告されている方は申告は不要です。

(※１）

(※２）

(※３）

（※４） 所得税が非課税・・・所得額＜所得控除額の場合は非課税です。控除がない場合は、給与収入103万円以下、年金収入

　　　　　　　　　　　　　（65歳以上の場合）158万円以下、年金収入（65歳未満）108万円以下の場合は所得税はかかりません。

(※５） 次の条件に当てはまる方は、従来どおり「住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告されると、控除額が大きくなる可能性があります。

○変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受ける方

○課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある方

○課税山林所得金額がある方

×

医療費控除・・・（支払った医療費の額ー保険金などで補てんされる金額）－（10万円か「所得金額の５％」のいずれか少ない方の金額）

○
学生証・障害者手
帳等

公的年金等の源泉
徴収票・預金通帳・
印かん・諸控除の
領収書等

◎
（×）

日本年金機構から報告があり、非課税の範囲ですので申告は不要です。

確定申告（所得税がかからない場合は町県民税申告）が必要です。社会保険料控除・医
療費控除等を申告することで所得税の還付があったり、町県民税が下がることがあります。
源泉徴収額が少ないと追徴になる場合もあります。（控除申告することがなく、源泉徴収税
額０円で所得税が非課税の方は申告不要です。）

　　　　◎◎◎◎申告申告申告申告のののの必要必要必要必要なななな方方方方
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65歳以上で年金収入148万
円未満の方・65歳未満で年
金収入98万円未満の方

上記以外の年金収入の
場合

　　　　　　　で計算して控除されます。10万円以上もしくは「所得の5％」以上の医療費がある場合に適用されます。

　　     　　　　申告場所は税務署が設置する確定申告会場（浦添市産業振興センター・結の街）です。

所得及び控除を証
明するもの

確定申告・・・個人所得にかかる税には所得税と町県民税所得割がありますが、所得税の申告のことです。確定申告をすれば町県民税申告を兼ねることができます。

年末調整・・・給与支払徴収義務者（職場）が年末に源泉徴収額から生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除等を反映し、所得税を精算することです。

無収入の方

所得が複数ある方
（給与と不動産所得など）

２ヶ所以上から給与があり、合算して
年末調整していない方

所得を合計することで課税額が異なってきます。町県民税申告（所得税がかかる場合は
確定申告）が必要です。

源泉徴収票・諸控
除の領収書等

町県民税申告（所得税がかかる場合は確定申告）が必要です。

自
営
業
者

職場から給与支払報告書
（源泉徴収票）が役場に
提出されている方

職場から役場に給与支払
報告書が提出されていな
い方

給
与
所
得
の
み
の
方

　町県民税についてのお問合せ先
　西原町役場税務課・町県民税係
　ＴＥＬ098-945-4729 内１４２
　ＦＡＸ098-946-6086

申告の必要性（◎＝所得税の確定申告が必要 ○＝町県民税申告が必要 ×＝申告不要）

支払った医療費全額が還
付されるわけではありませ
んのでお間違いなく！

広報「にしはら」H24.2月号掲載


